
第

二

千

九

百

六

十

六

号

平
成
三
十
年
七
月
二
十
四
日

(

火
曜
日)

目

次

告

示

○
保
安
林
の
解
除
を
し
よ
う
と
す
る
旨
の
通
知

(

治

山

課)

四
八
三
ペ
ー
ジ

○
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

(

同

)

四
八
四

○
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
変
更
認
可(

公
共
下
水
道)

(

下

水

道

課)

四
八
四

公

示

○
公
共
測
量
の
実
施

(

用

地

課)

四
八
四

○
公
共
測
量
の
終
了

(

同

)

四
八
五

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

(
建
築
指
導
課)

四
八
五

告

示

岐
阜
県
告
示
第
三
百
八
十
四
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
か

ら
保
安
林
の
解
除
を
し
よ
う
と
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の

内
容
を
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
七
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

恵
那
市
明
智
町
字
大
小
屋
九
八
九
の
二
一
五
、
九
八
九
の
二
一
六

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

岐
阜
県
告
示
第
三
百
八
十
五
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
か

ら
保
安
林
の
解
除
を
し
よ
う
と
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の

内
容
を
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
七
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

平成30年７月24日 岐 阜 県 公 報 第２９６６号( 483 )

○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
三
十
年
七
月
二
十
四
日



恵
那
市
明
智
町
字
大
小
屋
九
八
九
の
二
九
四
、
九
八
九
の
二
九
五

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

岐
阜
県
告
示
第
三
百
八
十
六
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
七
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

岐
阜
市
大
字
城
田
寺
字
大
橋
六
二
二
の
二

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
岐
阜
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
三
百
八
十
七
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
海
津
市
都
市
計

画
下
水
道
事
業
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
七
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

施
行
者
の
名
称

海
津
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

海
津
市
都
市
計
画
下
水
道
事
業

海
津
市
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

平
成
二
年
十
一
月
三
十
日
か
ら

平
成
三
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

事
業
地
を
表
示
す
る
図
面
に
お
い
て
表
示
す
る
。

公

示

○
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
高
山
国
道
事
務
所
長
か
ら
公
共
測
量
を
実
施
す

る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
七
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
高
山
国
道
事
務
所

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

地
形
図
作
成)
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岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築
第
二

七
号
の
一
〇

平
成
二
七
・
一
二
・
一
〇

開
発
許
可

(

変
更
許
可)

番

号

及

び

年

月

日

羽
島
市
上
中
町
長
間
字
流
二
四
〇
七
番
一
、

二
四
〇
七
番
三
、
二
四
〇
八
番
一
、
二
四
〇

九
番
一
、
二
四
一
一
番
一
、
二
四
一
二
番
一
、

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

道
路

公
共
施
設
の

種
類

開
発
登
録
簿

に
よ
る

公
共
施
設
の

位
置
及
び
区

域

羽
島
市
上
中
町
一
色
四
六
七
―
一

日
興
製
薬
株
式
会
社

代
表
取
締
役

日

置

雅

治

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

三

作
業
期
間

平
成
三
十
年
七
月
十
七
日
か
ら

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

四

作
業
地
域

高
山
市

○
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
高
山
国
道
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測

量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
七
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
高
山
国
道
事
務
所

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

基
準
点
測
量)

三

作
業
期
間

平
成
三
十
年
七
月
五
日
か
ら

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

四

作
業
地
域

高
山
市

○
公
共
測
量
の
終
了

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
垂
井
町
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
七
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

垂
井
町

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

基
準
点
測
量)

三

作
業
期
間

平
成
三
十
年
六
月
十
一
日
か
ら

同

年
七
月
五
日
ま
で

四

作
業
地
域

不
破
郡
垂
井
町

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
七
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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同
中
建
築
第
六
三
号
の
四

平
成
二
九
・
一
一
・
三
〇

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築
第
五

五
号

平
成
二
八
・
一
一
・
三
〇

同
岐
西
建
築
第
四
四
号

の
七

同
三
〇
・

五
・
二
九

岐
西
建
築
第
一
九
九
号

平
成
二
八
・
一
一
・
二
一

岐
西
建
築
第
一
九
九
号

の
二

同
二
九
・

一
・
三
〇

岐
西
建
築
第
二
四
二
号

同
三
〇
・

四

・
九

岐
西
建
築
第
二
〇
〇
号

同
三
〇
・

六
・
二
〇

同
岐
西
建
築
第
二
二
号
の
二

平
成
二
九
・

五
・
三
一

同
岐
西
建
築
第
一
六
号
の
一

〇平
成
三
〇
・

一
・
三
一

同
岐
西
建
築
第
一
五
号
の
二

七平
成
三
〇
・

二
・
二
一

同
岐
西
建
築
第
三
九
号

の
五
〇

同
二
八
・

五
・
二
四

同
岐
西
建
築
第
二
六
号

の
二
九

同
二
九
・
一
二
・
二
五

美
濃
加
茂
市
新
池
町
二
丁
目
六
九
番
一
、
七

〇
番
一
、
七
一
番
一
、
七
二
番
一
、
七
四
番
、

七
五
番
及
び
七
六
番
一

揖
斐
郡
大
野
町
大
字
下
磯
字
道
下
三
一
三
番

二

外
二
七
筆

揖
斐
郡
大
野
町
大
字
寺
内
字
村
西
三
九
二
番

一
、
三
九
二
番
九
か
ら
三
九
二
番
一
二
ま
で
、

四
二
九
番
三
、
四
三
〇
番
一
、
四
三
〇
番
二
、

四
三
五
番
四
の
一
部
、
四
三
五
番
五
、
四
四

三
番
二
の
一
部
、
四
四
三
番
四
、
同
町
大
字

野
字
広
坂
二
三
三
三
番
一
、
二
三
三
三
番
二
、

二
三
三
九
番
の
一
部
、
二
三
四
〇
番
の
一
部
、

二
三
九
七
番
一
、
二
三
九
七
番
二
、
二
四
〇

四
番
の
一
部
及
び
大
野
町
所
管
法
定
外
公
共

物(

水
路)

(

第
一
工
区)

安
八
郡
神
戸
町
大
字
下
宮
字
村
前
一
三
四
番

一
、
一
三
六
番
一
、
一
三
七
番
一
、
一
三
八

番
一
、
一
三
九
番
一
及
び
一
四
〇
番
一

羽
島
郡
岐
南
町
徳
田
九
丁
目
一
三
四
番
、
一

三
五
番
、
一
三
六
番
の
一
部
、
一
四
〇
番
三
、

一
四
〇
番
四
及
び
一
四
一
番
一

瑞
穂
市
穂
積
字
中
原
一
六
四
八
番
一
及
び
一

六
四
九
番
一

二
四
一
二
番
二
、
二
四
一
三
番
一
か
ら
二
四

一
三
番
四
ま
で
、
二
四
一
四
番
か
ら
二
四
二

〇
番
ま
で
、
二
四
二
一
番
一
、
二
四
八
五
番

五
、
二
四
八
八
番
か
ら
二
四
九
一
番
ま
で
、

二
四
九
二
番
一
か
ら
二
四
九
二
番
三
ま
で
、

二
四
九
三
番
か
ら
二
五
〇
〇
番
ま
で
及
び
二

五
〇
一
番
一

道
路

水
路

道
路
、
広
場
、

水
路

道
路
、
緑
地

道
路
、
下
水

道 道
路

同 同 同 同 同 同

石
川
県
白
山
市
松
本
町
二
五
一
二
番
地

株
式
会
社
ク
ス
リ
の
ア
オ
キ

代
表
取
締
役

青

木

宏

憲

岐
阜
県
揖
斐
郡
大
野
町
大
字
大
野
八
〇
番
地

大
野
町
長

宇
佐
美

晃

三

大
垣
市
今
宿
六
丁
目
五
二
番
地
一
八

岐
阜
県
土
地
開
発
公
社

理
事
長

宗

宮

正

典

安
八
郡
神
戸
町
大
字
神
戸
一
一
九
七
番
地
の
一

株
式
会
社
箕
浦

代
表
取
締
役

箕

浦

浩

二

岐
阜
県
岐
阜
市
茜
部
大
川
二
丁
目
一
九
番
地
一

株
式
会
社
ま
ご
こ
ろ
住
宅

代
表
取
締
役

藤

村

典

久

安
八
郡
安
八
町
森
部
二
四
一
六
番
地
の
一

株
式
会
社
リ
ュ
ウ
セ
イ

代
表
取
締
役

渡

辺

康

司
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成
三
十
年
七
月
二
十
四
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


